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意１ ＪＲローカル線の維持に向けた国の積極的関与と支援措置を求める意見書

意２
持続可能で質の高い福祉サービス提供体制の確立と、地域共生社会の実

現に向けた抜本的政策の推進を求める意見書

意３ 公立病院等の厳しい経営状況に対する支援策を求める意見書

意４ 高齢者等のデジタルデバイド対策の充実強化を求める意見書

意５ 地方税財源の充実確保を求める意見書



意 １

意見書案 第 号

ＪＲローカル線の維持に向けた国の積極的関与と支援措置を求める意見書

ＪＲ会社が担う全国的な鉄道ネットワークは、ユニバーサルサービスとして

の役割を担い、各社の経営状況にかかわらず、全国で公平かつ安定的に確保さ

れるべき極めて重要な交通インフラである。

しかしながら、近年の人口減少や少子高齢化、地方の過疎化など、社会情勢

の変化に伴い、特定のＪＲ会社では経営の効率化を迫られる中、利用の少ない

ローカル線の維持と持続可能性の両立が大きな課題となっている。このため、

国では、令和５年に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律を改正し、鉄

道再構築のための議論を行う仕組みができたところである。

ただし、鉄道のあり方は、利用の少ない特定の区間の採算性だけで議論でき

るものではなく、地方創生や鉄道ネットワークの議論が不可欠である。

兵庫県内のローカル線は、地域の足として、特に将来を担う学生の通学に重

要な役割を果たしているとともに、地方の活性化や観光振興においても欠かす

ことのできない存在であり、鉄道の廃止や減便により、地方の魅力が大きく低

下することが懸念される。また、再構築により鉄道事業者から沿線自治体への

負担転嫁の流れが加速し、ますます地域間格差が広がることも危惧される。

さらに、災害に強い社会の構築が求められる中、鉄道は大規模災害時におけ

る迂回ルートとしてのリダンダンシー機能を有しており、地域のレジリエンス

を支える災害対応インフラとして、その役割は重要である。このような認識の

もと、ネットワークを構成するような路線については、一部の区間のみ、一部

の自治体のみで議論を行うことはできない。

また、県北部の山陰本線（竹野駅～香住駅～浜坂駅）区間などでは、依然と

してＩＣＯＣＡ等のＩＣ乗車券に対応していない駅が存在し、地域住民や観光

客から早期対応を求める声が上がっている。地域間の利便性格差を解消し、利

用促進を図る観点からも、国の支援と関与が不可欠である。

地方創生を実現させ、災害に強い鉄道ネットワークを将来にわたって維持す

ることは、国の責務であり、鉄道のあり方は、自治体や鉄道事業者任せにする

のではなく、国が責任を持って取り組む必要がある。

ついては、ＪＲローカル線の維持に向け、国による積極的な関与と必要な支

援措置について、次の事項に関し特段の対応を講じられるよう強く要望する。

記

１ 広く国民にユニバーサルサービスとして提供する社会基盤となる鉄道ネッ

トワークのあるべき姿を明らかにすること。その上で、利用が少なくても国



意 １

土の均衡ある発展に必要な路線については、ＪＲ各社の経営状況にかかわら

ず、国の責務で維持すること。

２ ＪＲローカル線については、安易な減便を行わないよう指導するとともに、

鉄道事業者によるＩＣＯＣＡ等のＩＣ乗車券対応の促進を含むキャッシュレ

ス化の導入や駅設備の改良など、利便性向上の取組を支援すること。また、

これらの取組を通じて利用者の増加や地方創生が進むよう、国による財政

的・技術的支援制度を創設すること。

３ 経営の効率化や災害等を契機に、鉄道事業者側の一方的事情で、安易に存

廃や再構築議論を行わないよう、自治体の意向を十分に尊重した上で制度運

用することを、国の責任においてＪＲ各社に対し厳格に指導すること。

４ 令和５年の法改正以降、ＪＲローカル線の再構築の取組が全国的に進めら

れ、地方から様々な意見がある状況を踏まえ、国により再構築の議論の深化

を図るために開催されている「鉄道事業者と地域の協働による地域モビリテ

ィの刷新に関する検討会（第２期）」では、地方の意見を十分に聴き、現状

に合った必要な見直しを行うとともに、一部の自治体のみが負担を強いられ

ることがないよう、公平な制度構築を行うこと。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。

令和７年 12月 日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 額 賀 福志郎 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

経 済 産 業 大 臣 赤 澤 亮 正 様

国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之 様



意 ２

意見書案 第 号

持続可能で質の高い福祉サービス提供体制の確立と、地域共生社

会の実現に向けた抜本的政策の推進を求める意見書

我が国においては急速な少子高齢化や単身世帯の増加に伴い、地域社会が抱

える福祉ニーズは複雑化・多様化している。特に、福祉・介護の現場では、全

産業との賃金格差が依然として解消されず、物価高騰などの影響も重なり、恒

常的な人材不足が深刻な課題となっている。公定価格に基づき運営される社会

福祉法人等においては、経営努力のみでこの状況に対応することには限界があ

り、安定したサービス提供がおびやかされる事態となっている。

また、近年頻発する自然災害に対し、「命と暮らし」を守る災害福祉支援体

制の構築は喫緊の課題である。さらに、単身高齢者や認知症高齢者の増加に伴

い、身寄りのない高齢者等を地域で支える仕組みづくりや、孤独・孤立の防止

に向けた包括的な支援体制の強化が求められている。

これらの課題に対応し、誰もが安心して暮らせる地域共生社会を実現するた

めには、地方自治体の施策に加え、国における抜本的な制度改正と十分な財政

措置が不可欠である。

よって、国におかれては、下記の事項について速やかに取り組むよう強く要

望する。

記

１ 福祉・介護人材の確保と処遇改善のため、介護・障害福祉サービスの報酬

改定へ物価・賃金スライド方式を導入するとともに、資格取得支援・IＣＴ

等による業務負担軽減への財政支援を強化すること。

２ 都道府県福祉人材センターの機能維持・強化のため、キャリア支援員等の

継続的な雇用が可能となる安定的な財源を確保すること。

３ 災害時における被災者支援の実効性を高めるため、「被災者援護協力団体

登録制度」の運用において自発的なボランティア団体の活動が不当に制限さ

れないよう配慮するとともに、「災害ケースマネジメント」を推進する研

修・体制整備を支援すること。

４ 身寄りのない高齢者等を地域で支えるため、市町が中心となって支援が可

能となる法制度の整備及び必要な財源措置を行うこと。

５ 日常生活自立支援事業について、相談・支援ケースの複雑化に対応できる

よう、補助基準額を見直すなど、社会福祉協議会への十分な財政支援を講じ

ること。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。



意 ２

令和７年 12月 日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 額 賀 福志郎 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

法 務 大 臣 平 口 洋 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢一郎 様

内閣府特命担当大臣

黄川田 仁 志 様（ 共 生 ・ 共 助 ）

共生社会担当大臣



意 ３（統合案）

意見書案 第 号

公立病院等の厳しい経営状況に対する支援策を求める意見書

現在、公立病院等の経営は非常に厳しい状況に置かれている。診療報酬では、

人材確保に向けた処遇改善への対応が十分に反映されず、また、最近の原材料

費や輸送費などの急激な物価高騰のため、全国的に公立病院等の経営が難しく

なってきている。

公立病院等は、民間病院の立地が困難なへき地等における医療や、採算性の

観点から担い難い救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に

係る医療、民間病院では限界のある高度先進医療の多くを担っており、地域の

三次救急医療の最後の拠り所となっている。

こうした公立病院等の責務を果たすため、多くの自治体は一般会計から多額

の資金を拠出しており、公益社団法人全国自治体病院協議会が令和７年８月に

実施した調査結果によると、令和６年度決算では、公立病院等の多くが自治体

からの繰出金を入れてもなお、経常収支が赤字となるなど、自治体の財政力を

超えて経営環境は大きく悪化している。

このままの状況が続けば、地域住民の生命や健康、さらには社会の安全・安

心を支える公的基盤としての公立病院等の役割を果たしていくことは出来ず、

今、まさに地方の医療提供体制は崩壊の危機に直面している。

よって、国におかれては、次の事項について早急かつ具体的に検討・実施し、

地方の公立病院等が、医療サービスを持続可能に提供できる支援体制を構築さ

れるよう下記事項に取り組むことを強く要望する。

記

１ 医療機関の経営安定化を図るため、診療報酬について、物価高騰や賃金等

の上昇に適切に対応できる仕組みを導入すること。

２ 公立病院等の経営の現状を考慮し、当面の経営上の危機を回避するために

も、人件費や物価高騰など費用増に対応した、緊急的な財政支援を行うこと。

３ 救急医療、高度先進医療などの地域に不可欠な医療サービスを提供する医

療機関に対しては、診療報酬の引上げでもなお十分に対応できていない部分

は、繰出基準の改正と地方財政措置の充実強化を図るなどの支援策を講じる

こと。

４ 医療機関の経営基盤を強化し、地域医療を持続させるため、不採算医療、

政策医療に対する繰出基準の充実強化と地方財政措置を拡充すること。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。



意 ３（統合案）

令和７年 12月 日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 額 賀 福志郎 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢一郎 様



意 ４

意見書案 第 号

高齢者等のデジタルデバイド対策の充実強化を求める意見書

近年、インターネットの普及に伴うデジタル化の進展により、行政手続きな

どはスマートフォンを通して行うことが増えているが、一方で高齢者等の中に

は、このような流れに取り残される方々が出てきており、インターネット等の

IＣＴ技術を活用できる人とそうでない人とのデジタルデバイド（情報格差）

が大きな問題となっている。

デジタル化の目的は、あくまでも国民の利便性向上に資することであり、デ

ジタル化を進めた結果、デジタルになじみのない方々の利便性が低下してしま

うことは本旨ではない。

地方公共団体ではそれぞれの地域でデジタルデバイドの是正に取り組んでい

るところであるが、国を挙げて取り組むべき課題であると考える。

よって、国におかれては、下記事項に取り組むことを強く要望する。

記

１ 国において現在の講習会等に止まらず、高齢者等の総合的・多面的なデジ

タルデバイド対策を立案し、国を挙げて取り組むこと。

２ 地方公共団体による高齢者等のデジタルデバイド対策の自主的な取組みに

対する財政的支援を行うこと。

３ 現在のスマートフォンは高齢者等にとって使い方が複雑で分かりにくいた

め、高齢者等がより容易に使えるような機器の開発支援等に取り組むこと。

４ ＩＣＴ技術は高齢者等の活動領域を飛躍的に広げ、生活や創造活動の質を

高める可能性があることから、ＩＣＴ技術開発への支援に対して、国は積極

的な役割を果たすこと。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。

令和７年 12月 日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 額 賀 福志郎 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

経 済 産 業 大 臣 赤 澤 亮 正 様

デ ジ タ ル 大 臣 松 本 尚 様



意 ５

意見書案 第 号

地方税財源の充実確保を求める意見書

地方公共団体は、人口減少や少子高齢化の急速な進行により、地域の担い手

や技術職等の専門人材が不足する中、行政サービスを安定的に提供するととも

に、地域の実情に応じて創意工夫を凝らしながら、活力ある持続可能な地域社

会を実現する必要がある。

一方で、地方財政は人件費の上昇や物価高騰による歳出増の要因が拡大し、

これまでのように人件費や投資的経費等の削減により、社会保障関係費の増大

を吸収するという構造から大きく変化しており、さらには、米国の関税措置が

地方財政に及ぼす影響も見通せない状況が続いている。

この様な状況の変化に的確に対応し、地方公共団体が少子化対策やＤＸ・Ｇ

Ｘの推進、地域経済の活性化、防災・減災対策の強化、インフラ整備等の取組

を着実に推進するため、地方税財源の充実確保を図る必要がある。

よって国におかれては、地方公共団体が増大する役割を果たし、住民に十分

な行政サービスを提供できるよう、下記の事項について特段の措置を講じるよ

う強く要望する。

記

１ 地方財政計画については、人件費増や物価高騰への対応など、地方の財政

需要を適切に反映するとともに、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総

額を増額確保すること。

２ いわゆる年収の壁の更なる見直しや、ガソリンの暫定税率の廃止について

は、地方財政への影響を十分考慮し、地方の減収に対しては代替となる恒久

財源を確実に措置すること。

３ 地方交付税については、財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発

揮できるよう、その総額を確保すること。

４ 地方税の一層の充実を図るとともに、税源の偏在性が小さく税収の安定性

を備えた地方税体系を構築すること。

５ 国が全国一律で行う子ども・子育て政策の強化に伴い生ずる地方負担の財

源については、国の責任において確実に確保すること。

以上、地方自治法第 99条に基づき意見書を提出する。
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令和７年 12月 日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 額 賀 福志郎 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之 様

内閣府特命担当大臣 黄川田 仁 志 様

（ こ ど も 政 策 ）
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